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ご迷惑おかけしています　マイナンバーカード

カード交付に半年程度かかります
現在、カードを交付できる数に限りがあり、

一度に案内はがきを送ることができません。そ
のため、申請から案内はがきが届くまでに半年
程度かかります。

マイナンバーカードは、地方公共団体情報シ
ステム機構で、全国の市町村からの申請に基づ
いて作っています。

同機構で作ったカードは、申請があった各市
町村に送られ、カードが使えるように各市町村
で作業をした後に、交付の案内はがきを申請者

に送っています。
たいへんお待たせをして

申し訳ありませんが、案内
はがきが届くまでお待ちい
ただきますようお願いしま
す。
問い合わせ先　 市民課
☎ 30-6111、FAX22-
1398

5 月 3 日（火・祝 )、同 4 日（水・祝 ) はごみ等の収集
を行います。ただし、びん・缶の収集はありませんの
でご注意ください。詳しくは、「ごみ等の収集カレン
ダー」をご確認ください。

また地域の行事（祭りなど）で、ごみ等の収集業務に
支障が出ないようにご協力をお願いします。ごみ集積
所の前に車などを駐車しないでください。

■蛍光管のリサイクル回収にご協力ください
回収できる蛍光管の種類などについて、詳しくは広

報ひこね 3 月 15 日号をご確認ください。
回収場所　 生活環境課、 清掃センター、稲枝支所、

各出張所、地区公民館（東、西、中、旭森、南）、東山
会館、人権福祉交流会館（4 月から回収場所を追加して、
14 箇所になりました）

問 い 合 わ せ 先　 清 掃 セ ン タ ー ☎ 22-2734、
FAX24-7787

清掃センター　祝日のごみ収集

月　日

ごみ等の収集

 ５月
３日

  （火・祝） 
４日

  （水・祝）
５日

  （木・祝）

びん・缶の収集なし

収集なし収集あり

清掃センターへの
直接搬入 不 可 不 可 不 可

収集あり
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支給対象者　平成27年度臨時福祉給付金
の支給対象者（※１）のうち、平成２８年度
中に６５歳以上になる人
支給額　1人　３０，０００円
申請期間　５月10日㈫

～8月31日㈬（※２）

※１　平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者は、平成27
年度分市民税（均等割）が課税されていない人。（課税されてい
る人の扶養親族などや生活保護制度の被保護者を除く）

※２　対象者には、事前にお知らせの文書と申請書を郵送しま
す。申請先は、昨年（平成27年）1月 1日時点で住民票があ
る市町村です。

問い合わせ先　 臨時給付金支給室☎ 0120-1528-90、
FAX22-1398

高齢者向け給付金を支給します
　　（年金生活者等支援臨時福祉給付金）

賃金引き上げの恩恵を受けにくい低所得の高齢者を対象
に、高齢者向け給付金を支給します。

「高齢者向け給付金」を装う
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください！
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